
◎国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公

社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律 
（令和七年四月一八日法律第二四号）   

一、 提案理由（令和七年三月二六日・衆議院財務金融委員会） 

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました国際開発協会への加盟に伴う措置に関する

法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につき

まして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 国際開発協会は、世界銀行グループにおいて、低所得国向けに超長期かつ低利の融資

や贈与等を行うことを、米州投資公社は、米州開発銀行グループにおいて、中南米・カ

リブ地域の民間企業への出融資を行うことを、それぞれ主たる業務とする国際機関であ

ります。 

 政府においては、両機関が担う業務の重要性や、日本が国際社会で果たすべき役割に

鑑み、両機関の増資に係る追加出資を行うこととし、これに伴い所要の改正を行うため、

本法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、国際開発協会に対し、四千六百四十一億五千七百五十万円の範囲内で、新た

に出資を行うことを政府に授権する規定を追加することとしております。 

 第二に、米州投資公社に対し、国債で出資することを可能とするとともに、当該国債

の発行条件、償還等に関して必要な規定を追加することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院財務金融委員長報告（令和七年四月三日） 

○井林辰憲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国際開発協会及び米州投資公社に対する加盟国の出資総額がそれぞれ増額さ

れることとなることに伴い、国際開発協会に対し、従来の出資の額のほか、四千六百四

十一億五千七百五十万円の範囲内において出資することを可能とするとともに、米州投

資公社に対して国債で出資することを可能とし、当該国債の発行条件、償還等に関して

必要な規定を追加するものであります。 

 本案は、去る三月二十五日当委員会に付託され、翌二十六日加藤財務大臣から趣旨の

説明を聴取し、四月二日から質疑に入り、同日質疑を終局いたしました。次いで、採決

いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月二日） 



 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 国際開発協会を含む国際機関への資金拠出を行うに当たっては、多額の資金を拠出

することに鑑み、我が国の国際貢献として効果的かつ戦略的な資金拠出となるよう、

然るべき国際機関の計画・方策に反映させるべく努め、国際社会における我が国の評

価を高めるよう最大限尽力し、計画的に取り組むこと。また、国際機関の運営等に関

して、主要出資国としてふさわしいリーダーシップを発揮するなど、我が国の国際的

プレゼンスの向上に努めること。 

二 国際機関の活動や我が国の貢献について一層の広報活動及び情報公開を行い、当該

資金拠出に関し国民の理解を得るよう努めること。 

三 我が国の国際貢献の機会を拡大する観点から、国際機関において日本人職員の登用

機会を更に広げる活動を推進し、有能な人材が円滑に採用されるよう支援に努めると

ともに、出資に見合う枢要なポストの獲得に尽力すること。 

四 開発途上国の抱える債務問題が深刻化する中、国際開発協会など世界銀行グループ

を通じて債務国における借入先や借入額等の債務データを的確に把握することが重要

であることから、債権国間による当該債務データの共有を促進するとともに、債務国

が適切な債務管理を行い、返済能力に応じた借入れが実施されて債務の持続可能性が

確保できるよう、各加盟国に対し積極的に働きかけること。 

五 世界情勢が大きく変化する中、あらゆる人々が恐怖と欠乏から解放されるような社

会づくりである「人間の安全保障」を実現していくことは重要であることから、「人

間の安全保障」の視点に立った国際支援を実施するよう努めるとともに、諸外国に対

し開発援助による国際協力を安定的かつ持続的に取り組む必要性を強く呼びかけるこ

と。 

三、参議院財政金融委員長報告（令和七年四月一一日） 

○三宅伸吾君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国際開発協会の第二十一次増資に応じるため、我が国が追加出資を行う

ことを政府に授権する規定を追加するほか、米州投資公社の第三次増資に応じるため、

我が国が追加出資を行うに当たり、国債で出資することを可能にしようとするものであ

ります。 

 委員会におきましては、主要国による国際機関への資金拠出の動向、我が国が追加出

資を行う意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願い

ます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、各派に属しない議員の神谷宗幣委員より本

法律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 



 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月一〇日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 国際開発協会を含む国際機関への資金拠出を行うに当たっては、欧米や新興国等の

国際情勢の変化及び我が国の厳しい財政状況を踏まえ、加盟国の資金拠出の動向等に

関する情報収集に努め、国会に適時適切に提供すること。 

二 国際機関への資金拠出を行うに当たっては、多額の資金を拠出することに鑑み、我

が国の国際貢献として効果的かつ戦略的な資金拠出となるよう、然るべき国際機関の

計画・方策に反映させるべく努め、国際社会における我が国の評価を高めるよう最大

限尽力し、計画的に取り組むこと。また、国際機関の運営等に関して、主要出資国と

してふさわしいリーダーシップを発揮するなど、我が国の国際的プレゼンスの向上に

努めること。 

三 国際機関の活動や我が国の貢献について、日本語表記を含めた広報活動及び情報公

開をより一層充実させ、当該資金拠出に関し国民の理解を得るよう努めること。 

四 我が国の国際貢献の機会を拡大する観点から、国際機関において日本人職員の登用

機会を更に広げる活動を推進し、有能な人材が円滑に採用されるよう支援に努めると

ともに、出資に見合う枢要なポストの獲得に尽力すること。 

五 開発途上国の抱える債務問題が深刻化する中、国際開発協会など世界銀行グループ

を通じて債務国における借入先や借入額等の債務データを的確に把握することが重要

であることから、債権国間による当該債務データの共有を促進するとともに、債務国

が適切な債務管理を行い、返済能力に応じた借入れが実施されて債務の持続可能性が

確保できるよう、各加盟国に対し積極的に働きかけること。 

六 世界情勢が大きく変化する中、あらゆる人々が恐怖と欠乏から解放されるような社

会づくりである「人間の安全保障」を実現していくことは重要であることから、「人

間の安全保障」の視点に立った国際支援を実施するよう努めるとともに、諸外国に対

し開発援助による国際協力を安定的かつ持続的に取り組む必要性を強く呼びかけるこ

と。 

  右決議する。 

 


